
利 ⽤ 規 約  

 

第 １ 条 （適 ⽤ 範 囲）  

１ ． 本 利 ⽤ 規 約 は、 当 社 が Strap の サー ビ ス 名 称 で 提 供 す る す べ て の ウェ ブ サ イ ト、 ソ フ ト 

ウェ ア、 ア プ リ ケー ショ ン、 プ ロ ダ ク ト、 ド キュ メ ン ト そ の 他 ⼀ 切 の 製 品 及 び サー ビ ス （以 

下 「本 サー ビ ス」 と い い ま す。） を 提 供 す る に あ た り、 当 社 と 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 者 （以 下 

「ユー ザー」 と い い ま す。 な お、 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 者 が 法 ⼈ の 場 合、 「ユー ザー」 に は、 当 

該 法 ⼈ の 他、 役 員 及 び 従 業 員 が 含 ま れ る も の と し ま す。） の ⼀ 切 の 関 係 に 適 ⽤ さ れ ま す。  

２ ． ユー ザー は、 本 サー ビ ス を 利 ⽤ す る こ と に よ り、 本 利 ⽤ 規 約 の 全 て の 記 載 内 容 に つ い て 

有 効 か つ 取 り 消 し 不 能 な 同 意 を し た も の と み な さ れ ま す。 ユー ザー は、 本 利 ⽤ 規 約 に 従 い 本 

サー ビ ス を 利 ⽤ す る も の と し ま す。  

３ ． 本 サー ビ ス に 関 し て、 本 利 ⽤ 規 約 と は 別 に 「利 ⽤ 規 約」、 「ガ イ ド ラ イ ン」、 「ポ リ 

シー」 等 の 名 称 で 当 社 が 配 布 ⼜ は ウェ ブ サ イ ト 上 に 掲 載 し て い る ⽂ 書 （以 下 「個 別 利 ⽤ 規 

約」 と い い ま す。） が あ る 場 合、 ユー ザー は、 本 利 ⽤ 規 約 の ほ か 個 別 利 ⽤ 規 約 の 定 め に も 

従っ て 本 サー ビ ス を 利 ⽤ し な け れ ば な り ま せ ん。  

４ ． 個 別 利 ⽤ 規 約 と 本 利 ⽤ 規 約 と で ⽭ 盾 す る 内 容 が 規 定 さ れ て い る 場 合、 ⽭ 盾 す る 箇 所 に 限 

り、 個 別 利 ⽤ 規 約 の 内 容 が 優 先 し て 適 ⽤ さ れ ま す。  

 

第 ２ 条 （登 録）  

１ ． 本 サー ビ ス の 利 ⽤ を 希 望 す る 者 は、 当 社 の 定 め る ⼀ 定 の 情 報 （以 下、 「登 録 事 項」 と い 

い ま す。） を 当 社 の 定 め る ⽅ 法 で 当 社 に 提 供 す る こ と に よ り、 当 社 に 対 し、 本 サー ビ ス の 利 

⽤ の 登 録 （以 下、 「利 ⽤ 登 録」 と い い ま す。） を 申 請 す る こ と が で き ま す （以 下、 「登 録 申 

請 者」 と い い ま す。）。 な お、 未 成 年 者 は、 親 権 者 等 法 定 代 理 ⼈ の 同 意 を 得 た う え 登 録 の 申 

請 を ⾏っ て く だ さ い  

２ ． 登 録 の 申 請 を し た 者 は、 当 社 が 利 ⽤ 登 録 の 申 請 を 承 諾 し た 時 点 で ユー ザー に な り ま す。  

３ ． 当 社 に よ る 利 ⽤ 登 録 の 承 諾 時 に、 ユー ザー は 本 サー ビ ス を 本 利 ⽤ 規 約 に 従 い 利 ⽤ す る こ 

と が で き る よ う に な り ま す。  

４ ． 当 社 は、 登 録 申 請 者 が 以 下 の 各 号 の い ず れ か の 事 由 に 該 当 す る 場 合 は、 登 録 及 び 再 登 録 

を 拒 否 す る こ と が あ り、 ま た そ の 理 由 に つ い て ⼀ 切 開 ⽰ 義 務 を 負 い ま せ ん。  

  （１） 当 社 に 提 供 し た 登 録 事 項 の 全 部 ⼜ は ⼀ 部 に つ き 虚 偽、 誤 記 ⼜ は 記 載 漏 れ が あっ た 場 

合  

  （２） 反 社 会 的 勢 ⼒ 等 （暴 ⼒ 団、 暴 ⼒ 団 員、 右 翼 団 体、 反 社 会 的 勢 ⼒、 そ の 他 こ れ に 準 ず 

る も の を 意 味 し ま す。 以 下 同 じ。） で あ る、 ⼜ は 資 ⾦ 提 供 そ の 他 を 通 じ て 反 社 会 的 勢 ⼒ 等 の 

維 持、 運 営 も し く は 経 営 に 協 ⼒ も し く は 関 与 を ⾏っ て い る と 当 社 が 判 断 し た 場 合  

  （３） 登 録 申 請 者 が 過 去 当 社 と の 契 約 に 違 反 し た 者 ⼜ は そ の 関 係 者 で あ る と 当 社 が 判 断 し 

た 場 合  

  （４） 第 １ ５ 条 （利 ⽤ 停 ⽌ 等） に 該 当 し ロ グ イ ン 情 報 が 利 ⽤ で き な い 場 合  

  （５） 第 １ ６ 条 （登 録 抹 消 等） に 定 め る 措 置 を 受 け た こ と が あ る 場 合  

  （６） そ の 他、 当 社 が 登 録 を 適 当 で な い と 判 断 し た 場 合  

 

 

第 ３ 条 （本 サー ビ ス の 提 供、 無 保 証）  

１ ． 当 社 は、 本 サー ビ ス の 提 供 を 受 け る こ と が で き る ユー ザー を、 会 員 登 録 の 有 無、 年 齢、 

ご 本 ⼈ 確 認 の 有 無、 そ の 他、 当 社 が 必 要 と 判 断 す る 条 件 を 満 た し た ⽅ に 限 定 す る こ と が で き 

る も の と し ま す。  

２ ． 当 社 は、 本 サー ビ ス に 当 社 ⼜ は 第 三 者 の 広 告 を 掲 載 す る こ と が で き る も の と し ま す。  



３ ． 当 社 は、 本 サー ビ ス （当 社 提 供 コ ン テ ン ツ を 含 み ま す。） に 事 実 上 ⼜ は 法 律 上 の 瑕 疵 

（安 全 性、 信 頼 性、 正 確 性、 完 全 性、 有 効 性、 特 定 の ⽬ 的 へ の 適 合 性、 セ キュ リ ティ 等 に 関 

す る ⽋ 陥、 エ ラー や バ グ、 権 利 侵 害 等 を 含 み ま す が、 こ れ ら に 限 り ま せ ん。） が な い こ と を 

保 証 し て お り ま せ ん。 当 社 は、 ユー ザー に 対 し て、 か か る 瑕 疵 を 除 去 し て 本 サー ビ ス を 提 供 

す る 義 務 を 負 い ま せ ん。 但 し、 有 償 で 提 供 さ れ る 本 サー ビ ス に 関 す る 当 社 と ユー ザー と の 間 

の 契 約 （本 規 約 を 含 み ま す。） が 消 費 者 契 約 法 に 定 め る 消 費 者 契 約 と な る 場 合、 当 該 本 サー 

ビ ス の 隠 れ た 瑕 疵 に よ り ユー ザー に ⽣ じ た 損 害 を 賠 償 す る 当 社 の 責 任 の 全 部 を 免 除 す る も の 

で は あ り ま せ ん。 こ の 場 合 の 損 害 の 賠 償 に つ い て は、 第 １ ８ 条 第 ２ 項 （当 社 の 責 任 の 免 除・ 

限 定） を 準 ⽤ し ま す。  

４ ． 当 社 は、 ユー ザー が 本 規 約 に 違 反 し て 本 サー ビ ス を 利 ⽤ し て い る と 認 め た 場 合、 当 社 が 

必 要 か つ 適 切 と 判 断 す る 措 置 を 講 じ ま す。 但 し、 当 社 は、 ユー ザー 及 び 第 三 者 に 対 し て、 

ユー ザー そ の 他 の 者 が 本 規 約 に 違 反 し な い こ と を 保 証 す る も の で は あ り ま せ ん。 ま た、 当 社 

は、 ユー ザー 及 び 第 三 者 に 対 し て、 か か る 違 反 を 防 ⽌ ⼜ は 是 正 す る 義 務 を 負 い ま せ ん。  

 

第 ４ 条 （本 サー ビ ス の 停 ⽌）  

１ ． 当 社 は、 以 下 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は、 事 前 の 通 知 ⼜ は 告 知 な く、 本 サー ビ ス の 

全 部 ⼜ は ⼀ 部 の 提 供 を 停 ⽌ ⼜ は 中 断 す る こ と が で き る も の と し ま す。  

  （１） 本 サー ビ ス に 係 る コ ン ピュー ター・ シ ス テ ム の 点 検 ⼜ は 保 守 作 業 を 緊 急 に ⾏ う 必 要 

が あ る 場 合  

  （２） コ ン ピュー ター、 通 信 回 線 等 が 事 故 に よ り 停 ⽌ し た 場 合  

  （３） 地 震、 落 雷、 ⾵ ⽔ 害、 停 電、 天 災 地 変 等 の 不 可 抗 ⼒ に よ り 本 サー ビ ス の 運 営 が で き 

な く なっ た 場 合  

  （４） そ の 他、 当 社 が 停 ⽌ ⼜ は 中 断 を 必 要 と 判 断 し た 場 合  

２ ． 当 社 は、 以 下 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は、 当 社 ウェ ブ サ イ ト 上 で 事 前 告 知 の う え、 

本 サー ビ ス の 全 部 ⼜ は ⼀ 部 の 提 供 を 停 ⽌ ⼜ は 中 断 す る こ と が で き る も の と し ま す。  

  （１） 本 サー ビ ス に 係 る コ ン ピュー ター・ シ ス テ ム の 点 検 ⼜ は 保 守 作 業 を ⾏ う 必 要 が あ る 

場 合  

  （２） 本 サー ビ ス の 改 善、 改 修 等 の た め 必 要 が あ る 場 合  

 

第 ５ 条 （本 サー ビ ス の 内 容 の 変 更、 終 了）  

１ ． 当 社 は、 事 前 に 通 知 す る こ と な く、 当 社 の 都 合 に よ り、 本 サー ビ ス の 内 容 を 変 更 し、 ⼜ 

は 本 サー ビ ス の 提 供 を 終 了 す る こ と が で き ま す。  

２ ． 当 社 は、 本 条 に 基 づ き 当 社 が ⾏っ た 措 置 に 基 づ き ユー ザー に ⽣ じ た 損 害 に つ い て ⼀ 切 の 

責 任 を 負 い ま せ ん。  

 

第 ６ 条 （利 ⽤ 環 境 等）  

ユー ザー は、 本 サー ビ ス を 利 ⽤ す る に あ た り、 必 要 な パー ソ ナ ル コ ン ピュー タ、 ス マー ト 

フォ ン、 通 信 機 器、 オ ペ レー ショ ン シ ス テ ム、 通 信 ⼿ 段 及 び 電 ⼒ 等 を、 ユー ザー の 費 ⽤ と 責 

任 で ⽤ 意 す る も の と し ま す。  

 

第 ７ 条 （ロ グ イ ン 情 報 の 管 理）  

１ ． ユー ザー は、 ⾃ ⼰ の 責 任 に お い て、 本 サー ビ ス に 関 す る ロ グ イ ン に ⽤ い る 情 報 （以 下 

「ロ グ イ ン 情 報」 と い い ま す。） を 適 切 に 管 理 及 び 保 管 す る も の と し、 こ れ を 第 三 者 （ユー 

ザー の ロ グ イ ン 情 報 に つ い て は 当 該 ユー ザー 以 外 の 者 を 「第 三 者」 と し ま す。） に 利 ⽤ さ 

せ、 ⼜ は 貸 与、 譲 渡、 名 義 変 更、 売 買 等 を し て は な ら な い も の と し ま す。  



２ ． 当 社 は、 登 録 さ れ た ロ グ イ ン 情 報 を 利 ⽤ し て ⾏ わ れ た ⼀ 切 の ⾏ 為 を、 ユー ザー ご 本 ⼈ の 

⾏ 為 と み な す こ と が で き ま す。  

３ ． ロ グ イ ン 情 報 の 管 理 不 ⼗ 分、 使 ⽤ 上 の 過 誤、 第 三 者 の 使 ⽤ 等 に よっ て ⽣ じ た 損 害 に 関 す 

る 責 任 は ユー ザー が 負 う も の と し、 当 社 は ⼀ 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん。  

 

第 ８ 条 （コ ン テ ン ツ の 取 り 扱 い）  

１ ． 本 利 ⽤ 規 約 に お い て、 「コ ン テ ン ツ」 と は、 ⽂ 章、 画 像、 動 画、 ⾳ 楽、 ⾳ 声、 プ ロ グ ラ 

ム、 コー ド そ の 他 の 情 報 を い い ま す。 「ユー ザー コ ン テ ン ツ」 と は、 ユー ザー が 本 サー ビ ス 

に、 送 信、 アッ プ ロー ド す る 等 し て 当 社 の 管 理 す る サー バ に 保 存 さ せ た コ ン テ ン ツ の こ と を 

い い ま す。  

２ ． ユー ザー は、 す べ て の ユー ザー コ ン テ ン ツ に 対 し て 有 す る 権 利 を 従 前 ど お り 保 持 し、 当 

社 が か か る 権 利 を 取 得 す る こ と は あ り ま せ ん。  

３ ． 当 社 は、 本 サー ビ ス の 提 供 の ⼀ 環 と し て ユー ザー に 対 し、 ユー ザー が 本 サー ビ ス 上 で 利 

⽤ 可 能 な コ ン テ ン ツ を 提 供 す る こ と が で き ま す （「当 社 提 供 コ ン テ ン ツ」 と い い ま す。）。 

ユー ザー は、 ユー ザー の 責 任 で、 当 社 提 供 コ ン テ ン ツ を 利 ⽤ す る こ と が で き ま す が、 本 サー 

ビ ス が 当 然 に 予 定 し て い る 利 ⽤ 態 様 を 超 え て 当 社 提 供 コ ン テ ン ツ を 利 ⽤ （複 製、 送 信、 転 

載、 改 変 等 の ⾏ 為 を 含 み ま す。） し て は な り ま せ ん。  

４ ． 当 社 は、 法 令 ⼜ は 本 利 ⽤ 規 約 の 遵 守 状 況 等 を 確 認 す る 必 要 が あ る 場 合、 ユー ザー コ ン テ 

ン ツ の 内 容 を 確 認 す る こ と が で き ま す。 但 し、 当 社 は か か る 確 認 を ⾏ な う 義 務 を 負 う も の で 

は あ り ま せ ん。  

５ ． 当 社 は、 ユー ザー が ユー ザー コ ン テ ン ツ 等 に 関 し 法 令 も し く は 本 利 ⽤ 規 約 に 違 反 し ⼜ は 

違 反 す る お そ れ の あ る と 当 社 が 認 め た 場 合、 そ の 他 業 務 上 の 必 要 性 が あ る 場 合 に は、 あ ら か 

じ め ユー ザー に 通 知 す る こ と な く、 当 社 の 管 理 す る サー バ か ら ユー ザー コ ン テ ン ツ を 削 除 す 

る 等 の ⽅ 法 に よ り、 本 サー ビ ス ⼜ は ユー ザー コ ン テ ン ツ を 利 ⽤ で き な い よ う に す る こ と が で 

き ま す。 そ の た め、 ユー ザー は 常 に ユー ザー コ ン テ ン ツ の バッ ク アッ プ を 作 成 し て お く こ と 

が 推 奨 さ れ ま す。  

 

第 ９ 条 （権 利 帰 属）  

１ ． 当 社 ウェ ブ サ イ ト 及 び 本 サー ビ ス に 関 す る 知 的 財 産 権 は 全 て 当 社 ⼜ は 当 社 に ラ イ セ ン ス 

を 許 諾 し て い る 者 に 帰 属 し て お り、 本 利 ⽤ 規 約 に 基 づ く 本 サー ビ ス の 利 ⽤ 許 諾 は、 当 社 ウェ 

ブ サ イ ト ⼜ は 本 サー ビ ス に 関 す る 当 社 ⼜ は 当 社 に ラ イ セ ン ス を 許 諾 し て い る 者 の 知 的 財 産 権 

の 使 ⽤ 許 諾 を 意 味 す る も の で は あ り ま せ ん。  

２ ． 当 社 は ユー ザー か ら の い か な る フィー ド バッ ク、 要 望 及 び 提 案 に つ い て、 ユー ザー の 許 

可 無 く 使 ⽤ す る 権 限 を 有 し ま す。  

３ ． ユー ザー は、 ユー ザー コ ン テ ン ツ に つ い て、 ⾃ ら が、 送 信、 アッ プ ロー ド 等 す る こ と に 

つ い て 適 法 な 権 利 を 有 し て い る こ と、 及 び ユー ザー コ ン テ ン ツ が 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 し て い 

な い こ と に つ い て、 当 社 に 対 し 表 明 し、 保 証 す る も の と し ま す。  

 

第 １ ０ 条 （ユー ザー 情 報 の 取 り 扱 い）  

１ ． ユー ザー の 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い に 関 し て は、 本 利 ⽤ 規 約 の 他、 当 社 の プ ラ イ バ シー ポ リ 

シー に 従 い ま す。  

２ ． 当 社 は、 登 録 事 項 そ の 他 ユー ザー が 当 社 に 提 供 し た 情 報、 デー タ 等 を、 個 ⼈ や ユー ザー 

を 特 定 で き な い 形 で の 統 計 的 な 情 報 と し て、 当 社 の 裁 量 で、 利 ⽤ 及 び 公 開 す る こ と が で き る 

も の と し ま す。  

 

第 １ １ 条 （秘 密 保 持）  



１ ． 当 社 は、 ユー ザー の 事 前 の 書 ⾯ に よ る 承 諾 が あ る 場 合 及 び 本 利 ⽤ 規 約 第 １ ０ 条 （ユー 

ザー 情 報 の 取 り 扱 い） に 定 め る 場 合 を 除 き、 ユー ザー コ ン テ ン ツ を 秘 密 に 取 り 扱 い ま す。  

２ ． ユー ザー は、 本 サー ビ ス に 関 連 し て 当 社 が ユー ザー に 対 し て 秘 密 に 取 り 扱 う こ と を 求 め 

て 開 ⽰ し た ⾮ 公 知 の 情 報 に つ き、 当 社 の 事 前 の 書 ⾯ に よ る 承 諾 が あ る 場 合 を 除 き、 秘 密 に 取 

り 扱 い ま す。  

３ ． 前 ２ 項 に 拘 ら ず、 以 下 の 情 報 に つ い て は 当 社 及 び ユー ザー は 秘 密 保 持 義 務 を 負 わ な い も 

の と し ま す。 但 し、 個 ⼈ 情 報 （⽣ 存 す る 個 ⼈ に 関 す る 情 報 で あっ て、 当 該 情 報 に 含 ま れ る ⽒ 

名、 ⽣ 年 ⽉ ⽇ そ の 他 の 記 述 等 に よ り 特 定 の 個 ⼈ を 識 別 す る こ と が で き る も の （他 の 情 報 と 容 

易 に 照 合 す る こ と が で き、 そ れ に よ り 特 定 の 個 ⼈ を 識 別 す る こ と が で き る 事 と な る も の を 含 

み ま す。）） に つ い て は こ の 限 り で は あ り ま せ ん。  

  （１） 相 ⼿ ⽅ の 開 ⽰ 時 点 で、 既 に 公 知 ⼜ は ⼀ 般 に ⼊ ⼿ 可 能 で あっ た 情 報  

  （２） 相 ⼿ ⽅ の 開 ⽰ 後 に、 ⾃ ⼰ の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ ら ず 公 知 ⼜ は ⼀ 般 に ⼊ ⼿ 可 能 に 

なっ た 情 報  

  （３） 相 ⼿ ⽅ の 開 ⽰ 時 点 で、 既 に ⾃ ⼰ が 所 有 し て い た こ と を 証 明 し 得 る 情 報  

  （４） 相 ⼿ ⽅ の 開 ⽰ 後 に、 秘 密 情 報 を ⽤ い ず に ⾃ ⼰ が 独 ⾃ に 開 発 し た こ と を 証 明 し 得 る 情 

報  

  （５） 第 三 者 か ら 秘 密 保 持 義 務 を 課 さ れ る こ と な く 正 当 に ⼊ ⼿ し た 情 報  

 

第 １ ２ 条 （複 数 ア カ ウ ン ト の 保 有 及 び ア カ ウ ン ト の 共 有 等 の 禁 ⽌）  

１ ． ユー ザー は １ ⼈ に つ き １ つ の ア カ ウ ン ト を 保 有 す る も の と し ま す。 当 社 が 別 に 認 め た も 

の を 除 き、 １ ⼈ が 複 数 の ア カ ウ ン ト を 保 有 す る こ と、 複 数 ⼈ が １ つ ⼜ は 複 数 の ア カ ウ ン ト を 

共 同 し て 保 有 す る こ と は で き ま せ ん。  

２ ． ユー ザー は い か な る 場 合 に お い て も、 ア カ ウ ン ト を 第 三 者 に 譲 渡 ⼜ は 貸 与 す る こ と は で 

き ま せ ん。  

 

第 １ ３ 条 （禁 ⽌ 事 項）  

ユー ザー は、 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に あ た り、 以 下 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る ⾏ 為 ⼜ は 該 当 す 

る と 当 社 が 判 断 す る ⾏ 為 を し て は な り ま せ ん。  

（１） 法 令、 裁 判 所 の 確 定 し た 判 決、 決 定 も し く は 命 令、 ⼜ は 法 令 上 拘 束 ⼒ の あ る ⾏ 政 措 置 

に 違 反 す る ⾏ 為。  

（２） 当 社、 本 サー ビ ス の 他 の ユー ザー ⼜ は そ の 他 の 第 三 者 に 対 す る 詐 欺 ⼜ は 強 迫 ⾏ 為  

（３） 公 序 良 俗 に 反 す る ⾏ 為  

（４） 当 社、 本 サー ビ ス の 他 の ユー ザー ⼜ は そ の 他 の 第 三 者 の 知 的 財 産 権、 肖 像 権、 プ ラ イ 

バ シー、 名 誉、 そ の 他 の 権 利 ⼜ は 利 益 を 侵 害 す る ⾏ 為  

（５） 本 サー ビ ス を 通 じ、 以 下 に 該 当 し、 ⼜ は 該 当 す る と 当 社 が 判 断 す る 情 報 を 送 信、 アッ 

プ ロー ド 等 す る こ と  

 ・ コ ン ピュー ター・ ウ イ ル ス そ の 他 の 有 害 な コ ン ピュー ター・ プ ロ グ ラ ム を 含 む 情 報  

 ・ 当 社、 本 サー ビ ス の 他 の ユー ザー ⼜ は そ の 他 の 第 三 者 の 名 誉 ⼜ は 信 ⽤ を 毀 損 す る 表 現 を 

含 む 情 報  

 ・ 反 社 会 的 な 表 現 や 他 ⼈ に 不 快 感 を 与 え る 表 現 を 含 む 情 報  

 ・ チェー ン メー ル 等 の 第 三 者 へ の 情 報 の 拡 散 を 求 め る 情 報  

（６） 本 サー ビ ス の ネッ ト ワー ク ⼜ は シ ス テ ム 等 に 過 度 な 負 担 を ⽋ け る ⾏ 為  

（７） 本 サー ビ ス の 運 営 を 妨 害 す る お そ れ の あ る ⾏ 為  

（８） 当 社 の ネッ ト ワー ク ⼜ は シ ス テ ム 等 に 不 正 に ア ク セ ス し、 ⼜ は 不 正 な ア ク セ ス を 試 み 

る ⾏ 為  

（９） 第 三 者 に な り ま す ⾏ 為  



（１ ０） 本 サー ビ ス の 他 の ユー ザー の ロ グ イ ン 情 報 を 利 ⽤ す る ⾏ 為  

（１ １） ユー ザー の 製 品・ サー ビ ス 以 外 に つ い て の 宣 伝、 広 告、 勧 誘、 ⼜ は 営 業 ⾏ 為  

（１ ２） 本 サー ビ ス の 他 の ユー ザー の 情 報 の 収 集  

（１ ３） 当 社、 本 サー ビ ス の 他 の ユー ザー ⼜ は そ の 他 の 第 三 者 に 不 利 益、 損 害、 不 快 感 を 与 

え る ⾏ 為  

（１ ４） 当 社 ウェ ブ サ イ ト 上 で 掲 載 す る 本 サー ビ ス 利 ⽤ に 関 す る ルー ル に 抵 触 す る ⾏ 為  

（１ ５） 反 社 会 勢 ⼒ へ の 利 益 供 与  

（１ ６） 宗 教 活 動 ⼜ は 宗 教 団 体 へ の 勧 誘 ⾏ 為  

（１ ７） 許 諾 な く 第 三 者 の 個 ⼈ 情 報、 登 録 情 報、 利 ⽤ 履 歴 情 報 等 を 収 集、 開 ⽰ ⼜ は 提 供 す る 

⾏ 為。  

（１ ８） 前 各 号 の ⾏ 為 を 直 接 ⼜ は 間 接 に 惹 起 し、 ⼜ は 容 易 に す る ⾏ 為  

（１ ９） そ の 他、 当 社 が 不 適 切 と 判 断 す る ⾏ 為  

 

第 １ ４ 条 （ユー ザー に よ る ア カ ウ ン ト の 削 除）  

ユー ザー は、 い つ で も ア カ ウ ン ト を 削 除 し、 ユー ザー に よ る 本 サー ビ ス の 利 ⽤ を 終 了 す る こ 

と が で き ま す。 こ の 場 合、 当 社 が 保 有 す る ユー ザー ご 本 ⼈ に 関 す る 情 報 は、 個 ⼈ 情 報 保 護 法 

そ の 他 の 関 連 法 規 及 び プ ラ イ バ シー ポ リ シー に 従 い 処 理 さ れ ま す。 な お、 当 社 は 削 除 さ れ た 

ア カ ウ ン ト 上 の 情 報 に つ い て バッ ク アッ プ そ の 他 情 報 を 保 存 す る 義 務 を 負 わ な い も の と し ま 

す。  

 

第 １ ５ 条 （利 ⽤ 停 ⽌ 等）  

１ ． 当 社 は、 ユー ザー が 本 利 ⽤ 規 約 に 違 反 し ⼜ は 違 反 す る お そ れ が あ る と 認 め た 場 合、 あ ら 

か じ め ユー ザー に 通 知 す る こ と な く、 ア カ ウ ン ト を 停 ⽌ す る こ と が で き ま す。  

２ ． 当 社 は、 他 の 事 業 者 が 提 供 す る ア カ ウ ン ト （以 下 「他 社 ア カ ウ ン ト」 と い い ま す。） か 

ら 本 サー ビ ス に ロ グ イ ン す る こ と を 認 め る 場 合 が あ り ま す が、 他 社 ア カ ウ ン ト か ら 本 サー ビ 

ス に ロ グ イ ン す る ユー ザー は、 当 該 他 社 ア カ ウ ン ト が 削 除 さ れ る 等 に よ り、 当 該 他 社 ア カ ウ 

ン ト が こ れ を 提 供 す る 事 業 者 に よっ て 認 証 さ れ な く なっ た 場 合、 当 該 他 社 ア カ ウ ン ト に よ り 

本 サー ビ ス に ロ グ イ ン し て、 本 サー ビ ス を 利 ⽤ す る こ と は で き な く な り ま す。 当 社 は か か る 

事 態 に 対 し ⼀ 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん。  

 

第 １ ６ 条 （登 録 抹 消 等）  

１ ． 当 社 は、 ユー ザー が、 以 下 の 各 号 の い ず れ か の 事 由 に 該 当 す る 場 合 は、 事 前 に 通 知 ⼜ は 

催 告 す る こ と な く、 ユー ザー コ ン テ ン ツ を 削 除 し も し く は ユー ザー に つ い て 本 サー ビ ス の 利 

⽤ を 停 ⽌ し、 ⼜ は ア カ ウ ン ト 及 び ユー ザー と し て の 登 録 を 抹 消、 も し く は サー ビ ス 利 ⽤ 契 約 

を 解 除 す る こ と が で き ま す。 な お、 当 社 は 削 除 さ れ た ア カ ウ ン ト 上 の 情 報 に つ い て バッ ク 

アッ プ そ の 他 情 報 を 保 存 す る 義 務 を 負 わ な い も の と し ま す。  

  （１） 本 利 ⽤ 規 約 の い ず れ か の 条 項 に 違 反 し た 場 合  

  （２） 登 録 事 項 に 虚 偽 の 事 実 が あ る こ と が 判 明 し た 場 合  

  （３） ⽀ 払 停 ⽌ も し く は ⽀ 払 不 能 と な り、 ⼜ は 破 産 ⼿ 続 開 始、 ⺠ 事 再 ⽣ ⼿ 続 開 始、 会 社 更 

⽣ ⼿ 続 開 始、 特 別 清 算 開 始 も し く は こ れ ら に 類 す る ⼿ 続 の 開 始 の 申 ⽴ て が あっ た 場 合  

  （４） 当 社 か ら の 問 い 合 わ せ そ の 他 の 回 答 を 求 め る 連 絡 に 対 し て、 ３ ０ ⽇ 間 以 上 応 答 が な 

い 場 合  

  （６） 第 ２ 条 （登 録） 第 ４ 項 各 号 に 該 当 す る 場 合  

  （７） そ の 他、 当 社 が 本 サー ビ ス の 利 ⽤、 ユー ザー と し て の 登 録、 ⼜ は サー ビ ス 利 ⽤ 契 約 

の 継 続 を 適 当 で な い と 判 断 し た 場 合  



２ ． 前 項 各 号 の い ず れ か の 事 由 に 該 当 し た 場 合、 ユー ザー は、 当 社 に 対 し て 負っ て い る 債 務 

の ⼀ 切 に つ い て 当 然 に 期 限 の 利 益 を 失 い、 直 ち に 当 社 に 対 し て 全 て の 債 務 の ⽀ 払 を ⾏ わ な け 

れ ば な り ま せ ん。  

３ ． ユー ザー は、 当 社 所 定 の 様 式 及 び ⽅ 法 で 当 社 に 通 知 を す る こ と で、 本 サー ビ ス の 利 ⽤ を 

停 ⽌ し、 ⼜ は ア カ ウ ン ト 及 び ユー ザー と し て の 登 録 を 抹 消、 も し く は サー ビ ス 利 ⽤ 契 約 を 解 

除 す る こ と が で き ま す。 な お、 当 社 は 削 除 さ れ た ア カ ウ ン ト 上 の 情 報 に つ い て バッ ク アッ プ 

そ の 他 情 報 を 保 存 す る 義 務 を 負 わ な い も の と し ま す。  

 

第 １ ７ 条 （当 社 に 対 す る 補 償）  

ユー ザー は、 ユー ザー が 法 令 ⼜ は 本 利 ⽤ 規 約 に 違 反 し て 本 サー ビ ス を 利 ⽤ し た こ と に 起 因 し 

て （か か る 趣 旨 の ク レー ム を 第 三 者 よ り 当 社 が 受 け た 場 合 を 含 み ま す。）、 当 社 が 直 接 的 も 

し く は 間 接 的 に 何 ら か の 損 害、 損 失 ⼜ は 費 ⽤ 負 担 （弁 護 ⼠ 費 ⽤ の 負 担 を 含 み ま す。） を 被っ 

た 場 合、 当 社 の 請 求 に し た がっ て 直 ち に こ れ を 賠 償 ⼜ は 補 償 し な け れ ば な り ま せ ん。  

 

第 １ ８ 条 （当 社 の 責 任 の 免 除・ 限 定）  

１ ． 当 社 は、 本 サー ビ ス に 起 因 し て ユー ザー に ⽣ じ た あ ら ゆ る 損 害 に つ い て ⼀ 切 の 責 任 を 負 

い ま せ ん。 但 し、 本 サー ビ ス に 関 す る 当 社 と ユー ザー と の 間 の 契 約 （本 利 ⽤ 規 約 を 含 み ま 

す。） が 消 費 者 契 約 法 に 定 め る 消 費 者 契 約 と な り、 同 法 が 適 ⽤ さ れ る 場 合、 当 項 の 免 責 規 定 

は 適 ⽤ さ れ ま せ ん。  

２ ． 前 項 但 し 書 に 定 め る 場 合 で あっ て も、 当 社 は、 当 社 の 過 失 （重 過 失 を 除 き ま す。 以 下、 

当 項 に お い て 同 じ。） に よ る 債 務 不 履 ⾏ ⼜ は 不 法 ⾏ 為 に よ り ユー ザー に ⽣ じ た 損 害 の う ち 特 

別 な 事 情 か ら ⽣ じ た 損 害 （当 社 ⼜ は ユー ザー が 損 害 発 ⽣ に つ き 予 ⾒ し、 ⼜ は 予 ⾒ し 得 た 場 合 

を 含 み ま す。） に つ い て ⼀ 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん。 ま た、 当 社 の 過 失 に よ る 債 務 不 履 ⾏ ⼜ は 

不 法 ⾏ 為 に よ り ユー ザー に ⽣ じ た 損 害 の 賠 償 は 以 下 に 定 め る ⾦ 額 を 上 限 と し ま す。  

  （１） 有 償 で 提 供 さ れ る 本 サー ビ ス に 起 因 し て ユー ザー に ⽣ じ た 損 害 に つ い て は、 当 社 が 

当 該 ユー ザー か ら 当 該 損 害 が 発 ⽣ し た ⽉ に 受 領 し た 利 ⽤ 料 の 額。  

  （２） 無 償 で 提 供 さ れ る 本 サー ビ ス に 起 因 し て ユー ザー に ⽣ じ た 損 害 に つ い て は、 当 該 

ユー ザー が 当 該 本 サー ビ ス の 利 ⽤ に 際 し て 当 該 損 害 が 発 ⽣ し た ⽉ に 費 消 し た 回 線 費 ⽤ の 額。  

 

第 １ ９ 条 （契 約 上 の 地 位 の 譲 渡）  

１ ． ユー ザー は、 当 社 の 書 ⾯ に よ る 事 前 の 承 諾 な く、 当 社 と の 間 の 契 約 上 の 地 位 ⼜ は 本 利 ⽤ 

規 約 に 基 づ く 権 利 若 し く は 義 務 に つ き、 第 三 者 に 対 し、 譲 渡、 移 転、 担 保 設 定、 そ の 他 の 処 

分 を す る こ と は で き ま せ ん。  

２ ． 当 社 は、 本 サー ビ ス に か か る 事 業 を 他 社 に 譲 渡 し た 場 合 に は、 当 該 事 業 譲 渡 に 伴 い ユー 

ザー と の 間 の 契 約 上 の 地 位、 当 利 ⽤ 契 約 及 び 個 別 利 ⽤ 規 約 に 基 づ く 権 利 及 び 義 務 な ら び に 

ユー ザー の 登 録 事 項 そ の 他 の 情 報 を 当 該 事 業 譲 渡 の 譲 受 ⼈ に 譲 渡 す る こ と が で き る も の と 

し、 ユー ザー は か か る 譲 渡 に つ き 本 項 に お い て 予 め 同 意 し た も の と し ま す。 な お、 本 項 に 定 

め る 事 業 譲 渡 に は、 通 常 の 事 業 譲 渡 の み な ら ず、 会 社 分 割 そ の 他 の 事 業 が 移 転 す る あ ら ゆ る 

場 合 を 含 む も の と し ま す。  

 

第 ２ ０ 条 （本 利 ⽤ 規 約 等 の 変 更）  

当 社 は、 当 社 が 必 要 と 判 断 す る 場 合、 事 前 の 通 知 ⼜ は 告 知 な く、 い つ で も、 本 利 ⽤ 規 約 及 び 

個 別 利 ⽤ 規 約 を 変 更 で き る も の と し ま す。 変 更 後 の 本 利 ⽤ 規 約 及 び 個 別 利 ⽤ 規 約 は、 当 社 が 

運 営 す る ウェ ブ サ イ ト 内 の 適 宜 の 場 所 に 掲 ⽰ さ れ た 時 点 か ら そ の 効 ⼒ を ⽣ じ る も の と し、 

ユー ザー は 本 利 ⽤ 規 約 及 び 個 別 利 ⽤ 規 約 の 変 更 後 も 本 サー ビ ス を 使 い 続 け る こ と に よ り、 変 



更 後 の 本 利 ⽤ 規 約 及 び 適 ⽤ の あ る 個 別 利 ⽤ 規 約 に 対 す る 有 効 か つ 取 消 不 能 な 同 意 を し た も の 

と み な さ れ ま す。  

 

第 ２ １ 条 （連 絡・ 通 知）  

１ ． 本 サー ビ ス に 関 す る 当 社 か ら ユー ザー へ の 通 知、 告 知 そ の 他 の 連 絡 は、 当 社 が 運 営 す る 

ウェ ブ サ イ ト 内 の 適 宜 の 場 所 へ の 掲 ⽰ そ の 他、 当 社 が 適 当 と 判 断 す る ⽅ 法 に よ り ⾏ な い ま 

す。  

２ ． 本 サー ビ ス に 関 す る ユー ザー か ら 当 社 へ の 通 知 ⼜ は 連 絡 は、 当 社 が 運 営 す る ウェ ブ サ イ 

ト 内 の 適 宜 の 場 所 に 設 置 す る お 問 い 合 わ せ フォー ム の 送 信 ⼜ は 当 社 が 指 定 す る ⽅ 法 に よ り 

⾏っ て い た だ き ま す。  

 

第 ２ ２ 条 （分 離 可 能 性）  

本 利 ⽤ 規 約 の い ず れ か の 条 項 ⼜ は そ の ⼀ 部 が、 法 令 等 に よ り 無 効 ⼜ は 執 ⾏ 不 能 と 判 断 さ れ た 

場 合 で あっ て も、 本 利 ⽤ 規 約 の 残 り の 規 定 及 び ⼀ 部 が 無 効 ⼜ は 執 ⾏ 不 能 と 判 断 さ れ た 規 定 の 

残 り の 部 分 は、 継 続 し て 完 全 な 効 ⼒ を 有 す る も の と し ま す。  

 

第 ２ ３ 条 （残 存 条 項）  

本 契 約 中、 各 条 項 に 特 に 指 定 が あ る も の に 加 え、 第 ７ 条 （ロ グ イ ン 情 報 の 管 理）、 第 ８ 条 

（コ ン テ ン ツ の 取 り 扱 い）、 第 ９ 条 （権 利 帰 属）、 第 １ １ 条 （秘 密 保 持）、 第 １ ０ 条 （ユー 

ザー 情 報 の 取 り 扱 い）、 第 １ ７ 条 （当 社 に 対 す る 補 償）、 第 １ ８ 条 （当 社 の 責 任 の 免 除・ 限 

定）、 第 １ ９ 条 （契 約 上 の 地 位 の 譲 渡）、 第 ２ １ 条 （連 絡・ 通 知）、 第 ２ ２ 条 （分 離 可 能 

性）、 本 条 及 び 第 ２ ４ 条 （準 拠 法 及 び 管 轄 裁 判 所） は、 本 契 約 終 了 後 も そ の 効 ⼒ を 維 持 す る 

も の と し ま す。  

 

第 ２ ４ 条 （準 拠 法 及 び 管 轄 裁 判 所）  

１ ． 本 利 ⽤ 規 約 は ⽇ 本 語 を 正 ⽂ と し、 そ の 準 拠 法 は ⽇ 本 法 と し ま す。  

２ ． 本 利 ⽤ 規 約 ⼜ は サー ビ ス 利 ⽤ 契 約 に 起 因 し、 ⼜ は 関 連 す る ⼀ 切 の 紛 争 に つ い て は、 東 京 

地 ⽅ 裁 判 所 ⼜ は 東 京 簡 易 裁 判 所 を 第 ⼀ 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 と し ま す。 か か る 管 轄 裁 判 

所 で 得 ら れ た 勝 訴 判 決 は、 い ず れ の 国 の 裁 判 所 に お い て も 執 ⾏ 可 能 と し ま す。  


